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１、当院は、九州厚生局長に届出を提出した保険医療機関です。

２、精神療養病棟　北１病棟　　　精神療養病棟入院料
      当病棟では、１日につき１０人以上の看護要員（看護師及び准看護師、看護補助者）が勤務しています。

      日勤　８：３０～１７：００　　　　　看護職員（看護師及び准看護師）１人当たりの受け持ち数は８人以内です。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護補助者１人当たりの受け持ち数は８人以内です。

      夜勤　１６：３０～翌朝８：３０　  看護職員及び看護補助員１人当たりの受け持ち数は２４人以内です。

３、精神科病棟　北２病棟　　　精神病棟入院料（１５：１）
　　　当病棟では、１日につき１４人以上の看護職員 （看護師及び准看護師）が勤務しています。

　　　日勤　８：３０～１７：００　　　　　看護職員（看護師及び准看護師）１人当たりの受け持ち数は７人以内です。

　　　夜勤　１６：３０～翌朝８：３０　  看護職員１人当たりの受け持ち数は３５人以内です。

４、精神科病棟　北３病棟　　　精神病棟入院料（１５：１）
　　　当病棟では、１日につき１４人以上の看護職員 （看護師及び准看護師）が勤務しています。

　　　日勤　８：３０～１７：００　　　　　看護職員（看護師及び准看護師）１人当たりの受け持ち数は７人以内です。

　　　夜勤　１６：３０～翌朝８：３０　  看護職員１人当たりの受け持ち数は３３人以内です。

５、精神療養病棟　南１病棟　　　精神療養病棟入院料
      当病棟では、１日につき１０人以上の看護要員（看護師及び准看護師、看護補助者）が勤務しています。

      日勤　８：３０～１７：００　　　　　看護職員（看護師及び准看護師）１人当たりの受け持ち数は９人以内です。　　

      夜勤　１６：３０～翌朝８：３０　  看護職員及び看護補助員１人当たりの受け持ち数は２５人以内です。

６、療養病棟　南２病棟　　　療養病棟入院基本料２
　　　当病棟では、１日につき８人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と８人以上の看護補助者が

　　　勤務しています。

　　　日勤　８：３０～１７：００　　　　　看護職員１人当たりの受け持ち数は１２人以内です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護補助者１人あたりの受け持ち数は１２人以内です。

　　　夜勤　１６：３０～翌朝８：３０　  看護職員１人当たりの受け持ち数は２４人以内です。

７、入院時食事療養（Ⅰ） 及び 入院時生活療養（Ⅰ）
　　　入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士及び栄養士によって

　　　管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）適温で提供しています。

８、入院診療計画、院内感染防止対策、栄養管理体制、医療安全管理体制、褥瘡対策
　　意思決定支援及び身体的拘束最小化
　　　当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し

　　　７日以内に文書によりお渡ししています。

　　　また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、栄養管理体制及び褥瘡対策、

　　　意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。

９、当院においては、患者様の負担による付き添い看護は行っていません。

１０、看護職員の負担軽減及び、処遇改善の取り組みを行っております。

医療法人　　新光園
鞍手共立病院

保険医療機関及び入院基本料に関する事項


